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平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日

第
三
千
九
百
十
八
号

増

刊

①

　
　
　
　
告
　
　
　
示

○
福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

�

（
団
体
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
人
事
委
員
会

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正�

　

す
る
規
則�

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
三
三

　
福
岡
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

　

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。
　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
三
年
五
月
福
岡
県
告
示
第
八
百
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
告
示
は
、
災
害
等
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
農
林
漁
業
者
の
経
営
再
建
等
を
図
る
た
め
、

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
融
資
す
る
農
林
漁
業
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
実
施
要
綱
（
平
成

十
九
年
三
月
三
十
日
十
八
経
営
第
七
千
五
百
八
十
一
号
）
第
二
の
一
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
定
め

る
資
金
並
び
に
農
業
協
同
組
合
及
び
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
融
資
す
る
資
金
に
対
し
、
予
算

の
範
囲
内
に
お
い
て
利
子
助
成
金
及
び
利
子
補
給
金
を
交
付
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

　

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
農
林
業
」
を
「
農
業
の
う
ち
公
庫
が
直
接
借
入
者
に
融
資
す
る
場
合
（
以
下
「
公
庫
直

貸
」
と
い
う
。
）
及
び
林
業
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
八
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
七
条
中
「
第
三
条
第
五
項
各
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る

。
　

第
六
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
五
条
中
「
経
営
安
定
資
金
」
を
「
農
協
等
資
金
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
後
段
中
「
交
付
対
象
と
す
る
貸
付
金
の
限
度
額
等
」
を
「
利
子
助
成
又
は
利
子
補
給

の
対
象
と
な
る
限
度
額
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る

。
　

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
経
営
安
定
資
金
」
を
「
農
協
等
資
金
」
に
、
「
特
別
資
金
」
を
「
公

庫
資
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
平
成
二�

十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
か
ら
同
条
第
八
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
を
第
四
条
と

す
る
。

　

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
利
子
助
成
金
等
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
融
資
等
）

第
五
条　

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
子
助
成
金
等
の
交
付
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
は
、
利
子
助
成
金
等
の
交
付
対
象
と
し
な
い
。

　

一�　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条

第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）

で
あ
る
場
合

　

二　

暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
団
体
で
あ
る
場
合

　

三　

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
場
合

目
　
　
　
次

告
　
　
　
示
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２�　

公
庫
資
金
に
係
る
利
子
助
成
金
の
交
付
申
請
に
お
い
て
、
借
受
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
農
協
等
が

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
利
子
助
成
金
の
交
付
対
象
と
し
な
い

。
３�　

農
協
等
資
金
に
係
る
利
子
補
給
を
受
け
る
農
協
等
で
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
利
子
補
給
金
の
交
付
対
象
と
し
な
い
。

４�　

利
子
助
成
金
等
の
交
付
対
象
と
な
る
利
子
は
、
災
害
対
策
資
金
の
う
ち
、
被
害
農
林
漁
業
者
が
経

営
の
維
持
又
は
再
建
の
た
め
に
必
要
な
資
金
に
係
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

　

一　

被
害
農
林
漁
業
者　

災
害
等
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
農
林
漁
業
者
を
い
う
。

　

二　

公
庫　

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
を
い
う
。

　

三　

農
協　

農
業
協
同
組
合
を
い
う
。

　

四　

信
漁
連　

信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
を
い
う
。

　

五　

農
協
等　

農
協
及
び
信
漁
連
を
い
う
。

　

六�　

公
庫
資
金　

公
庫
が
融
資
す
る
農
林
漁
業
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
実
施
要
綱
第
二
の
一
の
（

一
）
及
び
（
二
）
に
定
め
る
資
金
を
い
う
。

　

七　

農
協
等
資
金　

農
協
及
び
信
漁
連
が
融
資
す
る
資
金
を
い
う
。

　

八　

災
害
対
策
資
金　

公
庫
資
金
及
び
農
協
等
資
金
を
い
う
。

　

九　

利
子
助
成
金
等　

利
子
助
成
金
及
び
利
子
補
給
金
を
い
う
。

　

別
表
一
及
び
別
表
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別表１ (第６条関係 ) 

１  特別災害  

（％）   

災害名 
資金名  

（融資機関） 
基準金利  

市町村利子助成率 

及び利子補給率 

利子助成率及び 

利子補給率 

末端  

金利  

平成26年４月１

日から平成30年

３月31日までに

発生したキウイ

フルーツかいよ

う病（Psa3系統） 

公庫資金 

（公庫）  
公庫金利※１ 公庫金利×1/2 公庫金利×1/2 ０  

農協等資金 

（農協） 

農業近代化資金 

の基準金利※２ 

農業近代化資金の

基準金利×1/2 

農業近代化資金の

基準金利×1/2 
０  

平成28年１月23

日から25日まで

にかけての大雪

又は低温による

災害 

公庫資金 

（公庫）  
公庫金利※１ 公庫金利×1/2 公庫金利 ×1/2 ０  

農協等資金 

（農協）  

農業近代化資金

の基準金利※２ 

農業近代化資金の基

準金利×1/2 

農業近代化資金の

基準金利×1/2 
０  

※１ 公庫金利とは、公庫が株式会社日本政策金融公庫法（平成 19 年法律第 57 号）第

12 条第１項に基づき定める金利をいう。 

 ※２ 農業近代化資金の基準金利とは、「農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドラ

イン」(平成 17 年４月１日 16 経営第 8870 号農林水産省経営局長通知)第３の２の(３)

に基づき国から通知される農業近代化資金融通法（昭和 36 年法律第 202 号）第２条第

２項第１号、第２号、第４号及び第５号に掲げる融資機関が同条第１項第１号に掲げ

る者に貸し付ける場合の欄に定める基準金利をいう。 

 

２  一般災害  

（％）   

資金名  

（融資機関） 
基準金利  

市町村利子助成率 

及び利子補給率 

利子助成率及び 

利子補給率 

末端  

金利  

公庫資金 

（公庫） 
公庫金利※1 0.0 0.0 公庫金利 

農協等資金 

（農協） 

農業近代化資金

の基準金利※2 

(農業近代化資金の基準

金利－公庫金利)×1/2 

(農業近代化資金の基準

金利－公庫金利)×1/2 
公庫金利 

農協等資金 

（信漁連） 

漁業近代化資金

の基準金利※3 

(漁業近代化資金の基準

金利－公庫金利)×1/2 

(漁業近代化資金の基準

金利－公庫金利)×1/2 
公庫金利 

※１ 公庫金利とは、公庫が株式会社日本政策金融公庫法第 12 条第１項に基づき定める

金利をいう。 

  ※２ 農業近代化資金の基準金利とは、「農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドラ

イン」(平成 17 年４月１日 16 経営第 8870 号農林水産省経営局長通知)第３の２の(３)

に基づき国から通知される農業近代化資金融通法（昭和 36 年法律第 202 号）第２条第

２項第１号、第２号、第４号及び第５号に掲げる融資機関が同条第１項第１号に掲げ

る者に貸し付ける場合の欄に定める基準金利をいう。 

  ※３ 漁業近代化資金の基準金利とは、「漁業近代化資金の円滑な融通のためのガイドラ

イン」(平成 17 年４月１日 16 水漁第 2708 号水産庁長官通知)第４の２に基づき国から

通知される漁業近代化資金融通法（昭和 44 年法律第 52 号）第２条第２項第１号から

第４号までに掲げる融資機関が同条第１項に掲げる者に貸し付けるもののうち個人施

設として貸し付ける場合の基準金利をいう。 
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 別表２ (第６条関係 ) 

資金名 

(融資機関) 
償還期間 

据置

期間  
利子助成又は利子補給の対象となる限度額等  

 

公庫資金 

（公庫） 

10年以内 3年  

１ 災害対策資金の利子助成又は利子補給の対象となる限度

額は合計で 500 万円(ただし、利子助成又は利子補給の対象

となっている災害対策資金の貸付残高がある場合は、500 万

円から当該貸付残高を差し引いた額。)。 

２ 災害対策資金の貸付限度額は合計で 500 万円(ただし、農

林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金については、簿記記帳を行っている者に

限り、経営規模等から貸付限度額の引き上げが必要であると

認められる場合には、年間経営費の 3/12 に相当する額、ま

たは、粗収入の 3/12 に相当する額のいずれか低い額、また、

利子補給の対象となっている農協等資金の貸付残高がある

場合は、当該貸付残高を差し引いた額。)。 

農協等資金 

（農協等） 
7年以内 3年  
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県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
五
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

実
績
報
告
は
、
こ
の
交
付
申
請
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
同
規
則
第
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
額
の
確
定
は
交
付
決
定
と
同
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
四
）�　

市
町
村
が
行
う
利
子
助
成
金
の
交
付
手
続
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
が
別
に
定
め
る
。

　

別
記
第
一
の
五
中
「
特
別
資
金
利
子
助
成
金
」
を
「
公
庫
資
金
利
子
助
成
金
」
に
改
め
、
別
記
第
一

の
五
（
一
）
中
「
農
業
（
公
庫
直
貸
を
除
く
。
）
及
び
漁
業
に
あ
っ
て
は
農
協
等
に
、
農
業
の
公
庫
直

貸
及
び
林
業
に
あ
っ
て
は
借
受
者
」
を
「
交
付
決
定
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
五
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

　

（
三
）�　

利
子
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
農
協
等
は
、
当
該
利
子
助
成
金
を
借
受
者
に
支
払
っ
た
後

、
利
子
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
（
公

庫
資
金
）
利
子
助
成
金
支
払
完
了
報
告
書
（
様
式
第
六
号
の
三
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

別
記
第
二
中
「
経
営
安
定
資
金
関
係
」
を
「
農
協
等
資
金
関
係
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
一
中
「
経

営
安
定
資
金
の
」
を
「
農
協
等
資
金
の
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
一
（
一
）
前
段
中
「
経
営
安
定
資
金

を
」
を
「
農
協
等
資
金
を
」
に
、
「
す
る
農
業
被
害
者
」
を
「
す
る
者
」
に
、
「
経
営
安
定
資
金
借
入

申
込
書
」
を
「
農
協
等
資
金
借
入
申
込
書
」
に
改
め
、
「
様
式
第
七
号
の
一
」
の
下
に
「
又
は
様
式
第

七
号
の
二
」
を
加
え
、
「
当
該
被
害
農
業
者
の
住
所
地
を
そ
の
地
区
内
に
含
む
農
協
に
、
被
害
漁
業
者

は
、
借
入
申
込
書
（
様
式
第
七
号
の
二
）
を
信
漁
連
」
を
「
農
協
等
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
一
（
二

）
中
「
農
協
の
組
合
長
及
び
信
漁
連
の
会
長
は
、
経
営
安
定
資
金
」
を
「
農
協
等
が
、
農
協
等
資
金
」

に
、
「
借
入
申
込
書
の
写
し
を
添
え
て
経
営
安
定
資
金
利
子
補
給
承
認
申
請
書
」
を
「
農
協
等
資
金
利

子
補
給
承
認
申
請
書
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
一
（
三
）
中
「
福
岡
県
漁
業
信
用
基
金
協
会
」
を
「
全

国
漁
業
信
用
基
金
協
会
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
二
中
「
経
営
安
定
資
金
の
」
を
「
農
協
等
資
金
の
」

に
改
め
、
別
記
第
二
の
二
（
一
）
中
「
市
町
村
」
を
「
市
町
村
長
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
二
（
二
）

中
「
、
市
町
村
」
を
「
、
市
町
村
長
」
に
、
「
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
二
（
三
）
中
「
第
三
条
第
五
項
各
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
各
号
」

に
改
め
、
別
記
第
二
の
二
（
五
）
中
「
経
営
安
定
資
金
利
子
補
給
承
認
書
」
を
「
農
協
等
資
金
利
子
補

給
承
認
書
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
二
（
六
）
中
「
す
る
も
の
と
し
、
契
約
締
結
後
、
当
該
契
約
書
の

写
し
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
三
中
「
経

営
安
定
資
金
の
」
を
「
農
協
等
資
金
の
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
三
（
三
）
中
「
経
営
安
定
資
金
」
を

　

別
記
中
「
第
五
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
一
中
「
特
別
資
金
関
係
」
を
「
公
庫
資
金
関
係
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
一
中
「
特
別
資
金

に
」
を
「
公
庫
資
金
に
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
一
（
一
）
中
「
特
別
資
金
」
を
「
公
庫
資
金
」
に
改

め
、
別
記
第
一
の
一
（
二
）
中
「
特
別
資
金
」
を
「
公
庫
資
金
」
に
、
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に

改
め
、
別
記
第
一
の
一
（
三
）
中
「
特
別
資
金
」
を
「
公
庫
資
金
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
二
中
「
特

別
資
金
」
を
「
公
庫
資
金
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
三
中
「
特
別
資
金
の
利
子
助
成
適
格
認
定
手
続
」

を
「
公
庫
資
金
の
利
子
助
成
適
格
認
定
手
続
」
に
、
「
特
別
資
金
利
子
助
成
確
約
書
」
を
「
公
庫
資
金

利
子
助
成
確
約
書
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
三
（
一
）
中
「
特
別
資
金
の
」
を
「
公
庫
資
金
の
」
に
、

「
（
公
庫
が
直
接
借
入
者
に
融
資
す
る
場
合
（
以
下
「
公
庫
直
貸
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
「

（
公
庫
直
貸
を
除
く
。
）
及
び
漁
業
」
に
、
「
当
該
被
害
農
業
者
の
住
所
地
を
そ
の
地
区
内
に
含
む
農

協
」
を
「
農
協
等
」
に
、
「
漁
業
に
あ
っ
て
は
信
漁
連
を
通
じ
市
町
村
を
経
由
し
て
、
特
別
資
金
利
子

助
成
適
格
認
定
申
請
書
」
を
「
公
庫
資
金
利
子
助
成
適
格
認
定
申
請
書
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
三
（

二
）
中
「
特
別
資
金
の
」
を
「
公
庫
資
金
の
」
に
、
「
特
別
資
金
利
子
助
成
に
係
る
確
約
書
」
を
「
公

庫
資
金
利
子
助
成
に
係
る
確
約
書
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
三
（
三
）
中
「
第
三
条
第
五
項
各
号
」
を

「
第
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
別
記
第
一
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

四　

公
庫
資
金
利
子
助
成
金
の
交
付
申
請
及
び
交
付
決
定
等

　

（
一
）�　

利
子
助
成
適
格
認
定
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
農
協
等
が
利
子
助
成
金
の
交
付
手
続
等
を
代

理
し
て
行
う
者
は
、
当
該
農
協
等
に
公
庫
資
金
利
子
助
成
金
委
任
状
（
様
式
第
四
号
）
を
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
業
の
公
庫
直
貸
及
び
林
業
を
除
く
。

　

（
二
）�　

利
子
助
成
適
格
認
定
を
受
け
た
者
が
利
子
助
成
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

公
庫
資
金
利
子
助
成
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
の
一
。
以
下
「
交
付
申
請
書
」
と
い
う

。
）
及
び
公
庫
資
金
利
子
助
成
交
付
申
請
明
細
書
（
様
式
第
六
号
の
二
。
以
下
「
交
付
申
請

明
細
書
」
と
い
う
。
）
を
、
毎
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
な
お
、
（
一
）
に
基
づ
き
農
協
等
に
交
付
手
続
等
を
委
任
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
農
協
等

が
公
庫
資
金
利
子
助
成
金
委
任
者
一
覧
表
（
様
式
第
五
号
）
を
作
成
し
、
交
付
申
請
書
、
交

付
申
請
明
細
書
及
び
役
員
名
簿
（
様
式
第
二
号
の
四
）
を
毎
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
三
）�　

知
事
は
、
交
付
申
請
書
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
利
子
助
成
金
の
交

付
を
決
定
し
、
交
付
申
請
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
福
岡
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「
農
協
等
資
金
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
三
（
四
）
中
「
経
営
安
定
資
金
貸
付
状
況
報
告
書
」
を
「
農

協
等
資
金
貸
付
状
況
報
告
書
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
四
中
「
経
営
安
定
資
金
の
」
を
「
農
協
等
資
金

の
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
四
（
一
）
中
「
経
営
安
定
資
金
」
を
「
農
協
等
資
金
」
に
、
「
に
対
し
、

第
三
条
第
七
項
」
を
「
が
、
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
四
（
二
）
ア
中
「
経
営
安
定
資

金
利
子
補
給
金
交
付
申
請
書
」
を
「
農
協
等
資
金
利
子
補
給
金
交
付
申
請
書
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の

四
（
三
）
中
イ
を
削
り
、
ウ
を
イ
と
し
、
別
記
第
二
の
四
（
四
）
中
「
当
該
農
協
の
組
合
長
及
び
信
漁

連
の
会
長
」
を
「
農
協
等
の
長
」
に
、
「
経
営
安
定
資
金
利
子
補
給
契
約
書
」
を
「
農
協
等
資
金
利
子

補
給
契
約
書
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
四
（
五
）
中
「
第
三
条
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
を
「
第

五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
、
別
記
第
二
の
四
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

（
六
）�　

知
事
は
（
二
）
の
書
類
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
利
子
補
給
金
の
交

付
を
決
定
し
、
農
協
等
に
対
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
福
岡
県

補
助
金
等
交
付
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
実
績
報
告
は
、
こ
の
交
付
申
請
に
よ
り
な
さ

れ
た
も
の
と
み
な
し
、
同
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
確
定
は
交
付
決
定
と
同
時
に

行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
七
）�　

知
事
は
、
原
則
と
し
て
利
子
補
給
金
の
交
付
決
定
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

ま
で
に
、
農
協
等
に
対
し
、
利
子
補
給
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

　

（
八
）�　

市
町
村
が
行
う
利
子
補
給
金
の
交
付
手
続
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
が
別
に
定
め
る
。

　

別
記
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三　

融
資
機
関
の
報
告
事
項

　

災
害
対
策
資
金
の
融
資
機
関
は
、
次
の
と
お
り
掲
げ
る
事
実
が
発
生
又
は
判
明
し
た
と
き
は
、
直
ち

に
知
事
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
一
）　

借
受
者
に
よ
る
任
意
の
繰
上
償
還

　

（
二
）�　

借
受
者
に
よ
る
災
害
対
策
資
金
の
借
入
れ
又
は
利
子
助
成
適
格
認
定
に
際
し
て
の
虚
偽
そ

の
他
不
実
の
記
載

　

（
三
）　

融
資
機
関
に
よ
る
災
害
対
策
資
金
の
期
限
前
償
還
の
請
求

　

（
四
）　

借
受
者
に
よ
る
災
害
対
策
資
金
の
目
的
外
使
用

　

（
五
）　

借
受
者
が
第
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

　

（
六
）　

当
初
の
償
還
計
画
の
変
更

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
号
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様

式
第

１
号

（
別

記
第

１
の

２
関

係
）

 
 

 
農

林
漁

業
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
資

金
貸

付
実

行
通

知
書

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  
 

福
 

岡
 

県
 

知
 

事
 

殿
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
融

資
機

関
名

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代

表
者

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 

   
 
農

林
漁

業
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
資

金
の

貸
付

け
を

次
の

と
お

り
実

行
し

ま
し

た
の

で
、
福

岡
県

農
林

漁
業

災
害

対
策

資
金

融
通

措
置

要
綱

別
記

第
１

の
２

の
（

１
）

の
規

定
に

基
づ

き
、

通
知

し
ま

す
。

 

  

 
氏

 
 

 
名

 

  

 
貸

付
決

定
番

号
 

 
農

 
林

 
漁

 
業

 
経

 
営

 
安

 
定

 
計

 
画

 

 

 
貸

付
実

行
額

 

 

 
貸

付
年

月
日

 

 
据

 
置

 
期

 
限

 
 
第

１
回

償
還

日
 

 
償

 
還

 
期

 
限

 
 
最

終
償

還
年

月
日

 

 
 

 
千

円
 

 
 

 

 
 

 
 

 
千

円
 

 
 

 

 
 

 
※

償
還

予
定

表
を

添
付
す

る
こ

と
。

 



第３９１８号 増刊①福 岡 県 公 報平成 29 年８月 18 日　金曜日 8

様式第２号の１（別記第１の３関係） 
 
 

公庫資金利子助成適格認定申請書（農業）  
 
 

年  月  日  
 
 福 岡 県 知 事 殿 
 
 
                              申請者   住 所 
                    （フリガナ） 
                                       氏 名                 印（男・女） 
                                      （生年月日  年  月  日） 
 
 農林漁業災害対策資金（公庫資金）の貸付けについて、利子助成を受けたいので、
福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱別記第１の３の（１）の規定に基づき、下
記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 災害の概要（災害名          ）  
  被害作物名  被害面積  平年収量  減 収 量  減 収 率 

            a  ㎏  ㎏  ％ 

 平年農業総収入   減 収 額  減 収 率 

 千円  千円  ％ 

 
 
２ 農林漁業セーフティネット資金（公庫資金）の借入額         千円 
 
３ 添付書類 
（１）農林漁業セーフティネット資金経営安定計画（写し） 
（２）農林漁業セーフティネット資金償還予定表（写し） 
 
 
 
４ 市町村意見 
 
 
 
５ 市町村証明 
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様式第２号の２（別記第１の３関係） 
 
 

公庫資金利子助成適格認定申請書（林業） 
 
 

年  月  日 
 
 福 岡 県 知 事 殿 
 
                                  申請者   住 所 
                      （フリガナ） 
                                           氏 名                印（男・女） 
                                          （生年月日  年  月  日） 
 
 農林漁業災害対策資金（公庫資金）の貸付けについて、利子助成を受けたいので、
福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱別記第１の３の（１）の規定に基づき、下
記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 災害の概要（災害名          ）  

  被害樹種  被害面積  平年林業総収入   損 失 額  損 失 率 

             a  千円  千円  ％ 

 
 
２ 農林漁業セーフティネット資金（公庫資金）の借入額         千円 
 
３ 添付書類 
（１）農林漁業セーフティネット資金経営安定計画（写し） 
（２）農林漁業セーフティネット資金償還予定表（写し） 
 
 
 
 
４ 市町村意見 
 
 
 
 
 
５ 市町村証明 
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様式第２号の３（別記第１の３関係） 
 
 

公庫資金利子助成適格認定申請書（漁業）  
 
 

年  月  日  
 
 福 岡 県 知 事 殿 
 
                                申請者   住 所 
                     （フリガナ） 
                                         氏 名                  印（男・女） 
                                        （生年月日  年  月  日） 
 
 農林漁業災害対策資金（公庫資金）の貸付けについて、利子助成を受けたいので、
福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱別記第１の３の（１）の規定に基づき、下
記のとおり申請します。 
 
 

記 
 
１ 災害の概要（災害名          ） 
  

  漁業種類 対象魚種  平年漁業総収入   損  失  額  損 失 率 

   千円  千円  ％ 

 
 
２ 農林漁業セーフティネット資金（公庫資金）の借入額         千円 
 
３ 添付書類 
（１）農林漁業セーフティネット資金経営安定計画（写し） 
（２）農林漁業セーフティネット資金償還予定表（写し） 
 
 
 
４ 市町村意見 
 
 
 
 
 
 
５ 市町村証明 
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様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
六
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第３号（別記第１の３関係） 
 

 第   号  
年  月  日  

 
 
 福 岡 県 知 事 殿 
 
 
                                         市町村長                   印 
 
 

公庫資金利子助成に係る確約書（災害名       ） 
 
 
 下記のとおり、資金借入申込みの件について、    年度から    年度まで
利子助成することを確約します。 
 

記 
 
１ 借入申込件数 
 
 
 
 
２ 借入申込合計額 
 
 
 
 
３ 利子助成率 
 
 
 
 
４ 予算措置状況 
 
    議決（予定）年月日 
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様式第４号（別記第１の４関係） 
 

公庫資金利子助成金委任状  
 
 
 融資機関 住 所 
            氏 名 
 
 
 私は、上記者を代理人と定め、株式会社日本政策金融公庫資金に係る、福岡県農林
漁業災害対策資金融通措置要綱別記第１の４の（１）の規定に基づき、下記事項を委
任します。 
 

記 
 
１ 利子助成金の交付申請に関すること 
 
 
２ 利子助成金の受領に関すること 
 
 
 
 

   年   月   日 
 
                                        住  所 
                                        氏  名           印 
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様式第５号（別記第１の４関係） 
 

公庫資金利子助成金委任者一覧表  
  

 委任状提出年月日  住   所  氏  名  認定番号 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
※公庫資金利子助成金委任状の写しを添付すること。 
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様式第６号の１（別記第１の４関係） 
 

公庫資金利子助成金交付申請書  
 

 第   号  
年  月  日  

 
 
 福 岡 県 知 事 殿 
 
 
                                       住  所 
                                      （フリガナ） 
                                       氏  名          印（男・女） 
                                      （生年月日   年  月  日） 
 
 
 福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱別記第１の４の規定により、     
     年度利子助成金            円の交付を申請します。 
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様
式

第
６

号
の

２
（

別
記

第
１

の
４

関
係

）

氏
名

年
月

日
期

　
　

首
融

資
残

高
期

　
中

貸
付

額
期

 
 
中

償
還

額
利

子
助

成
対

象
残

高
日

数
積

数
年

間
融

資
平

均
残

高
利

　
子

助
成

率
利

　
子

助
成

額
認

定
番

号

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

※
災

害
名

ご
と

に
記

入
す

る
こ

と
。

貸
付

期
間

公
庫

資
金

利
子

助
成

交
付

申
請

明
細

書
（

災
害

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）
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様
式
第
六
号
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第６号の３（別記第１の５関係）

農林漁業災害対策資金(公庫資金）利子助成金支払完了報告書

第　　　　　　　号
　　年　　月　　日

福岡県知事 殿

融資機関名

代表者名 　　　　　　　　印

　　　　年　　月　　日に受領した農林漁業災害対策資金（公庫資金）利子助成金

については、別紙一覧表のとおり支払を完了したので、福岡県農林漁業災害対策資

１　利子助成金受領額　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　利子助成金支払済額　　　　  金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　添付書類

  農林漁業災害対策資金（公庫資金）利子助成金支払完了報告一覧表

金融通措置要綱別記第１の５の(３)の規定に基づき報告します。

記
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様式第６号の３別紙（別記第１の５関係）

助 成 金 利子助成適格 交 付 対 象 者 利子助成金 助成金支払額

支 払 日 認定番号 氏             名 交付額 （Ａ）  （Ｂ）

合　　計

※　１　必要に応じ、記載欄を継ぎ足すこと。
　　 ２　支払日は、委任者の所定の口座に振り込んだ月日を記載すること。

農林漁業災害対策資金（公庫資金）利子助成金支払完了報告一覧表
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様
式
第
七
号
の
一
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第７号の1（別記第２の１関係）

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　農業協同組合　　御中

　下記資金の借入れを申し込みます。

（TEL　　　　　　　　　）

印 （男・女）

（生年月日　　年　　月　　日） （　　歳）

元金均等

千円 千円

差引余剰

支
　
　
　
出

計

既借入金返済

生活費

農業支出

資
　
金
　
の
　
内
　
容

資
　
金
　
計
　
画

資
金
の
必
要
性

計
画
内
容

収
　
　
支
　
　
計
　
　
画借

入
金

計

自己資金

本資金

資  金 の 用  途

借 入 希 望 時 期

償    還    期    間

償 還（ 取 扱 ）期 限

元
金
償
還

毎年　１月　２０日

区分 前年実績 計画

収
　
　
　
入

農業収入

給与収入

計

農協等資金借入申込書

（フリガナ）

氏　　名

住　　所借
 
入
 
者

年　　月　　日

年(うち据置　年)

年　　月　　日

農協等資金（農業）

　年　月　日以降利息支払日

毎年　１月　２０日

償
　
還
　
方
　
法

資　   　金　  　 名

借 入 申 込 金 額
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附表

農業共済金見込額（Ａ） 代表物予定所得額 （Ｂ） 減収総額－（Ａ）－（Ｂ）
（作物名　　　　　　　）

円 円 円

円

円 円 円 円

円 円 円 円 円

資金所要額 ①＋②‐③ 円

②
　
そ
　
の
　
他

③
　
諸
　
対
　
策
　
金
　
額

天災資金 農協特別貸出
災害対策資金

（公庫資金・農業） 租税公課減免 計

現金・預貯金
借入金等

家計費の節約 平年経済余剰

災害の種類・時期

①
　
農
　
作
　
物
　
減
　
収

作　物　名 被　害　面　積 平　年　収　量 減　収　量 減　収　額

計
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千円

千円

千円

千円

千円

（ ）（ ）（ ）
a a a 戸

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

㎡ 千円 ㎡ 千円

㎡ 千円 ㎡ 千円

㎡ 千円 ㎡ 千円

　

千円 千円

千円 千円 千円 生命 万円 千円 千円

建更 万円

(年間掛金総額

千円)

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円

千円

家
　
族
　
の
　
状
　
況

種別

前年収入

(作付品目)
規　模

給与果樹園畑田

貸家

農舎

住宅所
有
不
動
産

経
営
規
模

年齢

貸家等 計

前年の収入

職業

見積価格面積

職業又は勤務先

種類

担
保

不動産担保（所在地） 地目 面積 その他の担保

借　入
年月日

借　入
期　限

借　入
現在高

連
帯
保
証
人

住所 氏名 年齢 続柄 資格

取
　
　
引
　
　
状
　
　
況

前年収入

公庫資金の既往借入金残高 既往借入金の状況

資金名
年　間
償還額

購買貸越

本人

続柄 氏名

資金名
借　入
年月日

借　入
期　限

借　入
現在高

年　間
償還額

見積価格

計

面積種類

計

山林・その他

農地

宅地

定期性貯金当座性貯金出資金 共済契約額 未収金立替金
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様式第７号の２（別記第２の１関係）

　　年　　月　　日

　福岡県信用漁業協同組合連合会　　御中

　下記資金の借入れを申し込みます。

（TEL　　　　　　　　　）

印 （男・女）

（生年月日　　年　　月　　日） （　　歳）

元金均等

千円 千円

農協等資金借入申込書

（フリガナ）
氏　　名

住　　所
借
入
者

年　　月　　日

年(うち据置　年)

年　　月　　日

農協等資金（漁業）

　年　月　日以降利息支払日

毎年　１月　２０日

償
還
方
法

資　　　金　　　名

借 入 申 込 金 額

区分 前年実績 計画

収
　
　
　
入

漁業収入

給与収入

計

資  金  の  用  途

借 入 希 望 時 期

償　　還　　期　　間

償 還（取扱）期 限

元
金
償
還

毎年　１月　２０日

資
　
金
　
の
　
内
　
容

資
　
金
　
計
　
画

資
金
の
必
要
性

計
画
内
容

収
　
　
　
支
　
　
　
計
　
　
　
画

借
入
金

計

自己資金

本資金

差引余剰

支
　
　
　
出

計

既借入金返済

生活費

漁業支出
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附表

漁業共済金見込額（Ａ） 代表物予定所得額 （Ｂ） 損失総額－（Ａ）－（Ｂ）
（漁獲物名　　　　　　　）

円 円 円

円

円 円 円 円

円 円 円 円 円

災害の種類・時期

①
漁
獲
物
等
損
失

漁業種類 対象魚種 損失額 平年漁業総収入額

計

資金所要額 ①＋②‐③ 円

②
そ
の
他

③
諸
対
策
金
額

天災資金 信漁連特別貸出
災害対策資金

（公庫資金・漁業） 租税公課減免 計

現金・預貯金
借入金等

家計費の節約 平年経済余剰
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千円

千円

千円

千円

千円

㎡ 千円 ㎡ 千円

㎡ 千円 ㎡ 千円

㎡ 千円 ㎡ 千円

　

千円 千円

千円 千円 千円 生命 万円 千円 千円

建更 万円

(年間掛金総額

千円)

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円

千円

見積価格

計

面積種類

計

宅地

定期性貯金当座性貯金出資金 共済契約額 未収金立替金

住宅

その他漁業漁船漁業

進水年月

　年　月

前年収入

公庫資金の既往借入金残高 既往借入金の状況

資金名
年　間
償還額

種類

購買貸越

資金名
借　入
年月日

借　入
期　限

借　入
現在高

年　間
償還額

本人

続柄 氏名 年齢 職業又は勤務先

職業

担
保

不動産担保（所在地） 地目 面積 その他の担保

借　入
年月日

借　入
期　限

借　入
現在高

連
帯
保
証
人

住所 氏名 年齢 続柄 資格

取
引
状
況

家
族
の
状
況

所
有
不
動
産

船質 トン数 施設数・規模・能力等漁業種類

経
営
規
模

漁船名 漁業種類

前年の収入

見積価格面積
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様
式
第
８
号
の
１
（
別
記
第
２
の
１
関
係
）

　
農

協
等

資
金

利
子

補
給

承
認

申
請

書
（

農
業

）
　

農
協

等
資

金
融

資
意

見
書

（
農

業
）

　
第
　
　
　
号

　
第
　
　
　
号

　
年
　
月
　
日

　
年
　
月
　
日

　
福
岡
県
知
事
　
殿

融
資
機
関
名

市
町
村
名

市
町
村
意
見
等

N
o
　
　
　
　
　

作
物
名

被
害

面
積

平
均

収
量

減
収
量

減
収
額

平
年
農
業

総
収
入

減
収
率
等

農
業
共
済
金

見
込
額
・
代

作
物
予
定
所

得
額

減
収

総
額

A
(
A
+
G
-
H
)

B
C

D
E

F
G
(
D
-
F
)

千
円

千
円

a
㎏

㎏
円

円
円

円
千
円

貸
付
利
率

農
業

共
済

金
見

込
額

天
災

資
金

％
農

協
特

別
貸

出

代
作
物

災
害

対
策

資
金

（
公

庫
資

金
・

農
業

）
利
子
補
給
率

(
作
物
名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予
定
所
得
額
)

家
計

費
の

節
約

※
融
資
機
関
記
入

据
置
期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公
庫
資
金

計
　
　
既
借
入
残
高

年
計

円

貸
付
利
率

農
業

共
済

金
見

込
額

天
災

資
金

％
農

協
特

別
貸

出

代
作
物

災
害

対
策

資
金

（
公

庫
資

金
・

農
業

）
利
子
補
給
率

(
作
物
名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予
定
所
得
額
)

家
計

費
の

節
約

※
融
資
機
関
記
入

据
置
期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公
庫
資
金

計
　
　
既
借
入
残
高

年
計

円

貸
付
利
率

農
業

共
済

金
見

込
額

天
災

資
金

％
農

協
特

別
貸

出

代
作
物

災
害

対
策

資
金

（
公

庫
資

金
・

農
業

）
利
子
補
給
率

(
作
物
名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予
定
所
得
額
)

家
計

費
の

節
約

※
融
資
機
関
記
入

据
置
期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公
庫
資
金

計
　
　
既
借
入
残
高

年
計

円

※
借
入
申
込
書
お
よ
び
添
付
さ
れ
た
書
類
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

今
後

の
必

要
資

金

貸
　
付

予
定
額

(
所
要
額
)

貸
付
利
率

償
還
期
限

据
置
期
間

備
　
　
　
考

(
資
金
使
途
内
訳
)

計

適
　
　
　
否

承
認
額

左
記
記
載
事
項
中
災

害
に
よ
る
被
害
及
び

被
害
金
額
に
つ
い
て

は
事
実
と
相
違
な
い

の
で
、
利
子
補
給
の

承
認
を
し
ま
す

H 円

承
認

番
号

融
　
　
資
　
　
機
　
　
関
　
　
記
　
　
入
　
　
欄

基 金 協 会 保 証

C
/
B

％ D
/
E

％

農
作
物
減
収

貸
付
の

相
手
方

諸
対
策
金
額

災
害
の

種
　
類

有 無

償
還
期
限

(
据

置
を

含
む

)

C
/
B

％

償
還
期
限

(
据

置
を

含
む

)

償
還
期
限

(
据

置
を

含
む

)

D
/
E

％

無

計

有

適
　
　
　
否

D
/
E

％

無

計

適
　
　
　
否

C
/
B

％

農
林

事
務

所
記

入
欄

印
印

有
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様
式

第
８

号
の

２
（

別
記

第
２

の
１

関
係

）

　
農
協
等
資
金
利
子
補
給
承
認
申
請
書
（
漁
業
）

　
農
協
等
資
金
融
資
意
見
書
（
漁
業
）

　
第

　
　

　
号

　
年

　
月

　
日

　
福

岡
県

知
事

　
殿

融
資

機
関

名
市

町
村

名

市
町

村
意

見
等

N
o
　

　
　

　
　

漁
獲

物
名

損
失

額
平

年
漁

業
総

収
入

損
失

率

漁
業

共
済

金
見

込
額

、
代

作
物

予
定

所
得

額

損
失

総
額

A
(
A
+
E
-
F
)

Ｂ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

(
Ｂ

-
Ｄ

)
千

円
千

円
円

円
円

円
千

円

貸
付

利
率

漁
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
信

漁
連

特
別

貸
出

代
作

物
災

害
対

策
資

金
（

公
庫

資
金

・
漁

業
）

利
子

補
給

率

(
漁

獲
物

名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

借
入

残
高

年
計

円

貸
付

利
率

漁
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
信

漁
連

特
別

貸
出

代
作

物
災

害
対

策
資

金
（

公
庫

資
金

・
漁

業
）

利
子

補
給

率

(
漁

獲
物

名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

借
入

残
高

年
計

円

貸
付

利
率

漁
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
信

漁
連

特
別

貸
出

代
作

物
災

害
対

策
資

金
（

公
庫

資
金

・
漁

業
）

利
子

補
給

率

(
漁

獲
物

名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

借
入

残
高

年
計

円

※
借

入
申

込
書

及
び

添
付

さ
れ

た
書

類
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

漁
業

管
理

課
記

入
欄

印

適
　

　
　

否

適
　

　
　

否

無

計

有

Ｂ
/
Ｃ

％

償
還

期
限

(
据

置
を

含
む

)

無

計

有有 無

償
還

期
限

(
据

置
を

含
む

)

Ｂ
/
Ｃ

％

融
　

　
資

　
　

機
　

　
関

　
　

記
　

　
入

　
　

欄

基 金 協 会 保 証

漁
獲

物
等

損
失

貸
付

の
相

手
方

諸
対

策
金

額

円

備
　

　
　

考
(
資

金
使

途
内

訳
)

計

適
　

　
　

否

承
認

額

左
記

記
載

事
項

中
災

害
に

よ
る

被
害

及
び

被
害

金
額

に
つ

い
て

は
事

実
と

相
違

な
い

の
で

、
利

子
補

給
の

承
認

を
し

ま
す

Ｆ

災
害

の
種

　
類

今
 
後

 
の

必
要

資
金

貸
　

付
予

定
額

(
所

要
額

)

貸
付

利
率

償
還

期
限

据
置

期
間

承
認

番
号

償
還

期
限

(
据

置
を

含
む

)

Ｂ
/
Ｃ

％
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様
式

第
９

号
の

１
（

別
記

第
２

の
２

、
第

２
の

４
関

係
）

　
第

　
　

　
号

　
年

　
月

　
日

（
申

請
）

（
意

見
）

融
資

機
関

名
市

町
村

名
福

岡
県

知
事

市
町

村
意

見
等

N
o
　

　
　

　
　

作
物

名
被

害
面

積
平

均
収

量
減

収
量

減
収

額
平

年
農

業
総

収
入

減
収

率
等

農
業

共
済

金
見

込
額

・
代

作
物

予
定

所
得

額

減
収

総
額

A
(
A
+
G
-
H
)

B
C

D
E

F
G
(
D
-
F
)

千
円

千
円

a
㎏

㎏
円

円
円

円
千

円

貸
付

利
率

農
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
農

協
特

別
貸

出

代
作

物
災
害
対
策
資
金

（
公
庫
資
金
・
農
業
）

利
子

補
給

率

(
作

物
名

)
租

税
公

課
減

免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

往
借

入
残

高

年
計

円

貸
付

利
率

農
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
農

協
特

別
貸

出

代
作

物
災
害
対
策
資
金

（
公
庫
資
金
・
農
業
）

利
子

補
給

率

(
作

物
名

)
租

税
公

課
減

免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

往
借

入
残

高

年
計

円

貸
付

利
率

農
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
農

協
特

別
貸

出

代
作

物
災
害
対
策
資
金

（
公
庫
資
金
・
農
業
）

利
子

補
給

率

(
作

物
名

)
租

税
公

課
減

免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

往
借

入
残

高

年
計

円

償
還

期
限

(
据
置
を
含
む
)

償
還

期
限

(
据
置
を
含
む
)

償
還

期
限

(
据
置
を
含
む
)

農
林

事
務

所
記

入
欄

印

D
/
E

％

無

計

有

適
　

　
　

否
C
/
B

％D
/
E

％

無

計

有

適
　

　
　

否
C
/
B

％

有 無

融
　

　
資

　
　

機
　

　
関

　
　

記
　

　
入

　
　

欄

基 金 協 会 保 証

C
/
B

％ D
/
E

％

農
作

物
減

収
貸

付
の

相
手

方
諸

対
策

金
額

災
害

の
種

　
類

承
認

額
左

記
記

載
事

項
中

災
害

に
よ

る
被

害
及

び
被

害
金

額
に

つ
い

て
は

事
実

と
相

違
な

い
の

で
、

利
子

補
給

の
承

認
を

し
ま

す

H 円

承
認

番
号

　
農

協
等

資
金

利
子

補
給

承
認

書
（

農
業

）

今
 
後

 
の

必
要

資
金

貸
　

付
予

定
額

(
所

要
額

)

貸
付

利
率

償
還

期
限

据
置

期
間

備
　

　
　

考
(
資

金
使

途
内

訳
)

計

適
　

　
　

否
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様
式

第
９

号
の

２
（

別
記

第
２

の
２

、
第

２
の

４
関

係
）

　
第

　
　

　
号

　
年

　
月

　
日

（
申

請
）

融
資

機
関

名
福

岡
県

知
事

市
町

村
意

見
等

N
o
　

　
　

　
　

漁
獲

物
名

損
失

額
平

年
漁

業
総

収
入

損
失

率
漁

業
共

済
金

見
込

額
・

代
作

物
予

定
所

得
額

損
失

総
額

A
(
A
+
Ｅ

-
Ｆ

)
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
(
Ｂ

-
Ｄ

)

千
円

千
円

円
円

円
円

千
円

貸
付

利
率

漁
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
信

漁
連

特
別

貸
出

代
作

物
災

害
対

策
資

金
（
公
庫
資
金
・
漁
業
）

利
子

補
給

率

(
漁

獲
物

名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

往
借

入
残

高

年
計

円

貸
付

利
率

漁
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
信

漁
連

特
別

貸
出

代
作

物
災

害
対

策
資

金
（
公
庫
資
金
・
漁
業
）

利
子

補
給

率

(
漁

獲
物

名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

往
借

入
残

高

年
計

円

貸
付

利
率

漁
業
共
済
金
見
込
額

天
災

資
金

％
信

漁
連

特
別

貸
出

代
作

物
災

害
対

策
資

金
（
公
庫
資
金
・
漁
業
）

利
子

補
給

率

(
漁

獲
物

名
)

租
税

公
課

減
免

現
金

貯
蓄

金
等

％

年
(
予

定
所

得
額

)
家

計
費

の
節

約
※

融
資

機
関

記
入

据
置

期
間

平
年

経
済

余
剰

　
公

庫
資

金

計
　

　
既

往
借

入
残

高

年
計

円

　
農
協
等
資
金
利
子
補
給
承
認
書
（
漁
業
）

備
　

　
　

考
(
資

金
使

途
内

訳
)

計

適
　

　
　

否

承
認

額
左

記
記

載
事

項
中

災
害

に
よ

る
被

害
及

び
被

害
金

額
に

つ
い

て
は

事
実

と
相

違
な

い
の

で
、

利
子

補
給

の
承

認
を

し
ま

す

漁
獲

物
等

損
失

貸
付

の
相

手
方

災
害

の
種

　
類

今
 
後

 
の

必
要

資
金

貸
　

付
予

定
額

(
所

要
額

)

貸
付

利
率

償
還

期
限

据
置

期
間

円

償
還

期
限

(
据
置
を
含
む
)

無

計

適
　

　
　

否

承
認

番
号

Ｆ

基 金 協 会 保 証

償
還

期
限

(
据
置
を
含
む
)

有

償
還

期
限

(
据
置
を
含
む
)

C
/
B

％

漁
業

管
理

課
記

入
欄

印

C
/
B

％ C
/
B

％

有 無

諸
対

策
金

額

融
　

　
資

　
　

機
　

　
関

　
　

記
　

　
入

　
　

欄

無

計

有

適
　

　
　

否
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様式第１０号（別記第２の３関係） 

 

 第   号  

年  月  日  

 

 福 岡 県 知 事  殿 

 

                                  融資機関 

                                    住 所 

                                    代表者氏名                      印 

 

 

農協等資金貸付状況報告書 
 

 

 農協等資金の貸付けを次のとおり実行したので、償還予定表を添付のうえ報告し 

ます。 

 

（単位：千円）  

承認 

番号 
貸付けの相手方 

承 認 額  

貸付年月日 

償還期限 初回償還年月日 

貸付金額 据置期間 最終償還年月日 
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様式第１１号（別記第２の４関係） 
 

農協等資金利子補給金交付申請書 
 

 第   号  
年  月  日  

 
  福 岡 県 知 事 殿 
 
                                   融資機関 
                                   住 所 

                （フリガナ） 
                                   代表者氏名                   印（男・女） 
                                  （代表者生年月日   年  月  日） 
 
 福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱に基づき融資した貸付金について   

 年１月１日から同年１２月３１日までの期間に係る利子補給金         

円の交付を申請します。 
 

記 

 

 月計表（  年１月１日から同年１２月３１日までに係る農協、信漁連における残高移動）  
（単位：千円）  

 

 
 
 
   年 

 借  方 
 （期中貸付額） 

 貸  方 
 （約定繰上等期中償還額） 

 
 繰越残高 

 月  計  累  計  月  計  累  計 

 １月      

 ２月      

 ３月      

 ４月      

 ５月      

 ６月      

 ７月      

 ８月      

 ９月      

 10月      

 11月      

 12月       
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様
式
第
十
五
号
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

井　

手　

和　

英　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
四
中
「
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
を
「
県
職
員
給
与
条
例

」
に
、
「
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」
を
「
警
察
職
員
給
与
条
例
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
記
入
上
の
注
意
２
中
「重

度
心
身
障
害
者

」
を
「重

度
心
身
障
が
い
者

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会


